
※高濃度ＰＣＢ機器、ＪＥＳＣＯ登録のお願い
（使用中であっても、登録できます）

問い合わせ先 中間貯蔵・環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）
北海道ＰＣＢ処理事業所 営業課

Tel：０３－５７６５－１１９７ Fax：０３－５７６５－１９０８

登録用紙はＪＥＳＣＯホームページからダウンロードできます。
http://www.jesconet.co.jp/customer/download.html#p02

 ＰＣＢ廃棄物は定められた期限までに処分しなくてはなりません。
※北海道事業エリアの処分期間 変圧器、コンデンサー ⇒ 2022年3月31日

安定器及び汚染物等 ⇒ 2023年3月31日

 期限を過ぎて使用を継続もしくは保管を続けると行政処分や罰則等
が掛かる事になります。

 高濃度ＰＣＢ機器を確実に処分するために、必ずＪＥＳＣＯへの
登録をお願いします。※安定器等汚染物の「搬入荷姿登録」にもご協力願います

ＪＥＳＣＯと収集運搬事業者で搬入日を調整しご連絡

登録いただいた後の処理までの流れ（参考）

＋
ＪＥＳＣＯと処理委託

契約の締結
収集運搬事業者と収
集運搬契約の締結

処理料金のお支払い

ＪＥＳＣＯ北海道の入門許可を
持っている収集運搬事業者を

選定、直接契約する

決定した収集運搬事業者名
をＪＥＳＣＯへ連絡

中小軽減申込書提出

中小企業者軽減制度の対象ですか？
ＪＥＳＣＯの処理費用が

70％もしくは95％低減されます。

はい いいえ

ＪＥＳＣＯとの契約と
並行して


